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今年6月現在の　住宅用火災警報器　設置率が発表されています。
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各市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに
設置されている世帯の全世帯に占める割合をいいます。

皆様の御家庭はもう　大丈夫ですよね！

新築住宅については　平成十八年6月1日より　義務化されました。

既設住宅に対する期限は、それぞれお住まいの各自治体が決めましたが、平成23年

6月1日までには義務化が終了しています。

新築で最初期に設置された警報器はあと数年で、バッテリーの使用期限が終了しま

す（10年タイプで、正常状態のもの）。

常に鳴っているものではありませんので、よーく誤注意ください。　　　御使いの

機器のバッテリー交換時期が、どのように知らされる（ブザーだけ、音響とメッ

セージ、など）のか、取扱説明書でご確認ください。

お住まい地域の火災予防条例で設置場所のご確認を御願い致します。

設置率

条例適合率

各市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のう
ち、一箇所以上設置されている世帯（条例適合世帯を含む）の全世帯に占める割
合をいいます。
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